
林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
か
。
林
退
共
制
度
の
加

入
者
で
退
職
金
を
受
け
取
っ
て
い
な

い
人
を
探
し
て
い
ま
す
。

自
身
が
林
退
共
へ
加
入
し
て
い
た

か
分
か
ら
な
い
人
も
調
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
、
被
災
さ
れ
た
共
済
契
約
者

と
被
共
済
者
で
、
各
種
手
続
き(

共

済
手
帳
の
紛
失
、
退
職
金
の
請
求
な

ど)

が
必
要
な
場
合
は
、
最
寄
り
の

支
部
、
ま
た
は
本
部
へ
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

独
立
行
政
法
人
勤
労

者
退
職
金
共
済
機
構
林
業
退
職
金

共
済
事
業
本
部
1
０
３(

６
７
３

１)

２
８
８
７
へ

10
月
に
策
定
し
た
市
特
定
間
伐
等

促
進
計
画
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

縦
覧
期
間

12
月
１
日(

日)

か
ら
27

日(

金)

ま
で
の
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す

縦
覧
場
所

農
林
課
農
林
係

問
い
合
わ
せ

農
林
課
農
林
係
1
内

線
３
２
３
７
へ

市
内
の
都
市
公
園
の
樹
木
は
老
木

が
多
く
、
倒
れ
た
り
枝
が
落
下
す
る

危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
公
園
を
利
用

す
る
人
の
安
全
確
保
と
樹
木
の
健
全

な
育
成
の
た
め
、
枝
の
剪
定
作
業
や

枯
れ
枝
の
撤
去
、
必
要
に
応
じ
樹
木

の
伐
採
を
行
い
ま
す
。

作
業
中
は
危
険
で
す
の
で
、
高
所

作
業
車
な
ど
に
近
づ
か
な
い
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課
都
市
施

設
係
1
内
線
４
２
２
３
へ
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お
知
ら
せ

林
業
退
職
金
共
済
制
度(

林
退
共)

か
ら
の
お
知
ら
せ

市
特
定
間
伐
等
促
進
計
画
の
縦
覧

都
市
公
園
内

樹
木
の
剪
定
を
し
ま
す

市役所 123－2111524－5179 白沢町振興局 153－2111553－2188 利根町振興局 156－2111556－3674

市
で
は
、
幅
広
い
雇
用
の
拡
大
に

つ
な
げ
る
た
め
、
国
が
実
施
す
る
試

行
雇
用
奨
励
金
制
度
を
活
用
し
て
、

若
年
者
等
、
中
高
年
齢
者
、
障
害
の

あ
る
人
を
原
則
３
カ
月
間
試
行
的
に

雇
用
す
る
市
内
中
小
企
業
者
に
対
し

て
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象

▽
若
年
者
等(

45
歳
未
満
の

人)

▽
中
高
年
齢
者(

45
歳
以
上
65

歳
未
満
の
人)

▽
障
害
の
あ
る
人

※
い
ず
れ
も
市
内
在
住
で
、
国
が
実

施
す
る
試
行
雇
用
奨
励
金
制
度
に

よ
り
試
行
的
に
雇
用
さ
れ
た
人

奨
励
額

１
人
に
つ
き
、
月
額
１
万

２
５
０
０
円(

最
大
３
カ
月
間)

申
し
込
み

所
定
の
申
請
書
に
必
要

書
類
を
添
付
し
、
国
の
支
給
決
定

通
知
書
を
受
け
た
日
か
ら
30
日
以

内
に
産
業
振
興
課
商
工
振
興
係
へ

問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課
商
工
振

興
係
1
内
線
３
２
５
５
へ

市
で
は
、
障
害
者
雇
用
を
促
進
す

る
た
め
、
国
が
実
施
す
る
特
定
就
職

困
難
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
を
活

用
し
て
、
市
内
在
住
の
障
害
の
あ
る

人
を
雇
用
し
た
市
内
中
小
企
業
者
に

対
し
て
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

交
付
内
容
や
申
請
方
法
な
ど
の
詳

細
は
、
産
業
振
興
課
商
工
振
興
係
へ

お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課
商
工
振

興
係
1
内
線
３
２
５
５
へ

日
本
の
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
が
集

結
し
、
熱
き
戦
い
を
繰
り
広
げ
る
ニ

ュ
ー
イ
ヤ
ー
駅
伝
in
ぐ
ん
ま
が
新
春

の
上
州
路
を
舞
台
に
行
わ
れ
ま
す
。

全
国
６
地
区
の
予
選
を
勝
ち
抜
い
た

37
チ
ー
ム
が
日
本
一
を
目
指
し
７
区

間
、
１
０
０
㎞
を
駆
け
抜
け
ま
す
。

大
会
の
様
子
は
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
列
28
局
フ

ル
ネ
ッ
ト
で
午
前
８
時
30
分(

予
定)

よ
り
生
中
継
さ
れ
ま
す
。
詳
し
い
こ

と
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh

ttp
://

w
w
w
.pref.gun

m
a.jp/0

3
/z8
7
0

0066.htm
l

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ス
タ
ー
ト

１
月
１
日(

水)

午
前
９

時
10
分(

県
庁
前)

問
い
合
わ
せ

ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
駅
伝

実
施
本
部(

県
生
活
文
化
ス
ポ
ー

ツ
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課)

1
０
２

７(

２
２
６)

３
２
７
５
へ

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
放

送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学
で
す
。

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文

学
・
自
然
科
学
な
ど
の
幅
広
い
分
野

を
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
幅
広
い
世

代
、
職
業
の
人
が
学
ん
で
い
ま
す
。

出
願
期
限

２
月
28
日(

金)

問
い
合
わ
せ

放
送
大
学
群
馬
学
習

セ
ン
タ
ー
1
０
２
７(

２
３
０)

１

０
８
５
へ
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募
　
　
集

放
送
大
学

来
年
度
第
１
学
期(

４
月
入
学)

の

学
生
を
募
集

���
���

月
火
水
木
金
土・日

心と脳の健康診断を
サルモネラ・腸炎ビブリオ
膣カンジダ症
子どもの食物アレルギー
子どものインフルエンザ予防
お酒は敵か味方か

■1０２７(２３４)４
ヨ

９
ク

７
ナ

０
レ

を回すと
約３分間の健康講話が聞けます。

■HP：http://www.raijin.com/kenko/

【直接相談タイム】直接医師が電話にでます。12月は11
日(水)小児科・外科、19日(木)歯科です。午後７時30分
から９時まで。

12月の健康テレホンサービス

冬の県民交通安全運動 12月１日(日)～10日(火)
○高齢者の交通事故防止
年末にかけて日の出や日没の時間帯に高齢者の事故が多くなります。外出するときは、明るい色の服装と反射材用品
を着用しましょう。また、道路を横断するときは、左右の安全確認をしっかりと行い、無理な横断はしないようにしま
しょう。
運転者は、高齢者に対する優しさと思いやりのある運転をしましょう。
○夕暮れ時と夜間の交通事故防止
歩行者は、夕暮れ時や夜間は｢車から見えにくいこと｣を意識して、明るい色の服装と反射材用品を着用しましょう。
運転者は、夕暮れ時や夜間は、早めにライトを点灯するとともに、対向車などに配慮しながらハイビーム(上向き)を
積極的に活用し、歩行者や自転車を早めに発見して危険を回避しましょう。
また、自転車も車両であることを自覚し、信号機や一時停止などの交通ルールを
守り、夕暮れ時の早めのライト点灯を心掛けましょう。
○飲酒運転の根絶
忘年会などで飲酒の機会が増える時期です。飲酒運転の危険性と反社会性を認識
し、｢飲酒運転を絶対にしない・させない｣という固い決意を持ちましょう。
○交差点事故・追突事故の防止
見通しの悪い交差点では徐行や左右の安全確認を行い、一時停止の表示のある交差点では必ず停止線の手前で止ま
って安全確認を行いましょう。追突事故に遭わないために、早めに方向指示器やストップランプ、ライトを点灯しま
しょう。また、追突事故を起こさないために、前の車との車間距離を十分にとり、運転中は運転に集中して、うっか
り・ぼんやり運転をなくしましょう。

問い合わせ　生活課生活係(東原庁舎内)1内線７７３５２

ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
駅
伝
２
０
１
４
in

ぐ
ん
ま

ご
利
用
く
だ
さ
い

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
支
援
奨
励
金
制
度

ご
利
用
く
だ
さ
い

特
定
求
職
者
雇
用
企
業
奨
励
金
制
度

第65回人権週間　12月４日(水)～10日(火)
みんなで築こう　人権の世紀

～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～

■人権週間を考えたい
誰もが大切なものだと理解しているはずの｢人権｣につ
いて、人権週間を機会に改めて考えてみましょう。
人権週間は、国連で世界人権宣言が採択された昭和23
年12月10日を｢人権デー｣と定めています。日本では毎
年12月４日から人権デーまでの一週間を｢人権週間｣と定
めて、全国的な活動が推進されています。
■基本的人権の尊重
人権(基本的人権)とは、私たちが幸福な生活を送るた
めに必要な権利であり、この権利は日本国憲法において
国民に保障されています。
本年度の強調事項は、女性の人権を守ろう／子どもの
人権を守ろう／高齢者を大切にする心を育てよう／障害
のある人の自立と社会参加を進めよう／同和問題に関す
る偏見や差別をなくそうなどです。
■真の人権の世紀に
21世紀が｢人権の世紀｣であることを改めて思い起こ

し、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認
識し、他人の人権にも十分配慮した行動がとれるよう、
社会全体で不断の努力を続けていくことが必要です。私
たちは、基本的人権をお互いに尊重し合い、自分たちの
力で大切に守り育てていかなければなりません。家庭や
地域、学校、職場など日常生活におけるルールとしての
人権感覚や、人権への正しい知識を十分に身に付け、互
いに共存できる平和で豊かな社会の実現を目指しましょ
う。

問い合わせ　社会教育課社会教育係1内線３３３３、社
会福祉課社会係(東原庁舎内)1内線７７２４２


